
  

６月 11日、真

相を隠し続け被

害者救済を怠っ

てきた日本政府

の「国家的犯罪」を問うビキニ国家賠償訴

訟審の第 2回口頭弁論が高松高裁で開催。  

核被災者原告側は、米国ではすでに 2014

年に開示されていた 1954年 12月 27日に開

催された、アリソン大使と重光葵外相との

会談に関する資料が日本政府が開示した資

料にはなく、再度情報公開してやっと昨年

10月に外務省から開示となった。また、こ

の 1月にも一度開示されたものを「再機密

化」した事例があり政府の「継続的不法行

為」は続けられていると指摘。 

その内容は「核実験による損害への補償」

とともに、大規模な戦犯の解放と仮釈放」

を求めているもので、戦犯の命を救うため

に、本県などのビキニ被災船員の生命・救

済の放棄する政治決着が日本政府の手によ

って図られたのです。 

証人喚問に立っ

たマグロ漁船ひめ

丸元乗組員の増本

和馬さんは当時の過酷な船上での作業や食

事の実態と次々と白血病で亡くなったりが

んで苦しんでいる実態を証言、「日本国民で

ありながら国民としての扱をしていない。

私たちは人生を無視された棄民状態、国は

基本的人権をどう考えているのか」と国家

的犯罪を 

問いま 

した。 

裁判 

は 9月 

12日 

結審 

しま 

す。 
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原
水
禁
四
国
大
会 

         

●
６
月
１
５
～
１
６
日
、
松
山
市
で
開
催
、

参
加
し
た
。
講
演
に
立
っ
た
土
田
弥
生
日
本

原
水
協
事
務
局
次
長
は
、
被
爆
国
で
あ
り
な

が
ら
核
抑
止
力
に
依
存
す
る
立
場
を
取
り

核
兵
器
禁
止
条
約
に
反
対
し
て
い
政
府
に
、

核
に
よ
る
威
嚇
に
反
対
し
、
核
の
傘
か
ら
離

脱
せ
よ
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
核
不
拡
散
条

約(NPT)

で
合
意
さ
れ
た
核
を
な
く
す
義
務

(

第
６
条)

の
実
行
を
迫
っ
て
い
る
と
、
運
動 

の
前
進
を
呼
び
か
け
た
述
べ
た
。 

●
核
兵
器
禁
止
条
約
発
効
が 

予
想
さ
れ
る
２
０
２
０
年
の 

世
界
大
会
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク 

で
開
催
し
各
署
名
共
同
提
出 

等
企
画
す
る
と
発
表(

４/

２ 

４
～
２
７)

。
大
成
功
を
！ 


